
寄附者は

当協会は認定NPOです。寄附者・サポート会員と
もに税制優遇の対象（年間2,001円以上）となり
ます。

※寄附金控除を有効とするためには領収書への正しい記載
が必要です。特に個人の方は勤務先ではなく自宅住所の記
載をお願いいたします。

サ ポ ー ト 会 員 は

私たちの活動の趣旨にご理解とご関心をいただき、寄附者または

サポート会員として活動を支えていただけませんか？

ぜ ひ 多 く の 方 の ご 理 解 、 ご 賛 同 を お 願 い し ま す 。

当協会の主旨に賛同していただける方です。
年１回機関紙を送付します。

当協会の事業に賛同し毎年の継続的なご寄附により活動を
支えてくださる方で、当会の定款に位置付けられています。
年2回当会の機関紙を送らせていただき主催セミナー等のご

案内をいたします。

年会費（個人）一口3,000円、（団体）一口10,000円

特定非営利活動法人鳥取県自閉症協会
〒680－0821 鳥取市瓦町601番地 鳥取美術ビル３F
TEL0857-30-2776 FAX0857-30-2785
E-mail asj-tottori@trad.ocn.ne.jp

振込先金融機関（振込料はご負担ください）
口座名義 特定非営利活動法人鳥取県自閉症協会
a  ゆうちょ銀行 口座番号（記号・番号）15290-1743681
b  鳥取銀行 鳥取支店(店番号113) 普通 37210
c  山陰合同銀行 鳥取県庁支店(店番号054)普通 4507593
＊手数料無料の払込取扱票（ゆうちょ）を当会に準備して
おります。
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